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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

債務リストラに関連する税制上の免除措置 
 

2022 年 2 月 23 日付勅令第 742 号に基づき、金融機関及びその他の債権者が

保有する債務リストラから稼得される特定所得について、タイ中央銀行の定め

る規則に従ってリストラが行われた場合、債務者・債権者ともに所得税、付加

価値税、特定事業税及び印紙税が免除されることが規定されました。この免除

措置は、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の蔓延による景気後退の影

響を受けた債務者を支援し、さらに債務リストラを奨励することを目的として

います。勅令第 742 号の規則の主な特徴は下記のとおりです。   

 

• 金融機関の債権者及びその債務者に対し、タイ中央銀行が発効した金融機

関の債務リストラに関する規則に従って実施される金融機関が保有する債

務リストラに関連する資産の譲渡、商品の販売、及びサービスの提供から

稼得される所得について、個人所得税、法人所得税、付加価値税、特定事

業税及び印紙税等の免除が認められます。また、このようなリストラに伴

い発行される文書についても、同様にこの免税措置は、2022 年 1 月 1 日

から 2026 年 12 月 31 日の間に行われた資産の譲渡、商品の販売、サービ

スの提供、及び金融商品取引等に適用されます。 

• 個人所得税、法人所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税等の免税

は、金融機関以外の法人債権者及びその債務者に対し、金融機関の債務リ

ストラに関するタイ中央銀行の規則に従って行われる債務リストラに伴う

資産の譲渡、商品の販売、サービスの提供から稼得される所得について認

められ、そのリストラに関連して実行される証券に関しても免税が認めら

れます。この免除は、一般に、2022 年 1 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日
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の間に行われた資産の譲渡、商品の販売、サービスの提供、及び証券等発

行に適用されます。ハイヤーパーチェスやリース業を営む債権者等、特定

の種類の法人債権者が行う債務リストラに関連する取引については、2021

年 1 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日までの間に行われた取引について遡及

して適用されることになります。 

• 金融機関以外の法人債権者の債務者が、タイ中央銀行の定める金融機関の

債務リストラに関する規則に従って実施された債務免除に関連して得た所

得について、個人所得税及び法人所得税等の免除が認められています。こ

の免除は一般に、2022 年 1 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日の間に免除さ

れた債務に適用されます。ハイヤーパーチェスやリース事業を行う債権者

など、特定のタイプの企業債権者が行う債務リストラに関連する債権放棄

については、2021 年 1 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日までに放棄された

債権について遡及して免除が適用されます。 

• 個人所得税、法人所得税、特定事業税及び印紙税の免除は、金融機関債権

者の債務者が、金融機関以外の事業者に譲渡された場合に、債務者が金融

機関債権者との貸付の担保として抵当に入れた不動産の譲渡から稼得され

る一定の所得について認められます。また、不動産の譲渡に関連して作成

された文書については、印紙税の免除が認められています。この免除は、

債務者が不動産譲渡による収入を、債務リストラを引き受けた金融機関債

権者への債務返済に充てることが条件となります。この免除は、2022 年 1

月 1 日から 2026 年 12 月 31 日の間に行われた不動産譲渡及び証書執行に

適用され、免除される金額は、金融機関への支払債務又は金融機関との担

保契約に基づく債務を超えることはできません。 

免税の申請は、タイ国歳入局長官が定める規則、手続及び条件に従って行わな

ければなりません。 

 

公益財団法人登録に関する通達の改正 
 

財務省は 2021 年 12 月 14 日に所得税及び付加価値税に関する通達（No.782）

を発行し、さらにこの通達は 2022 年 2 月 9 日にタイ国歳入局のウェブサイト

で公開されてます。しかしながら、これは 2022 年 1 月 1 日から有効となる財

団の公的慈善団体としての登録に関して所得税及び付加価値税に関する以前の

通達（No.704）を修正したものです。通達第 782 号では、公益法人としての登

録を希望する財団は、タイ国歳入局のウェブサイトに掲載されている「公益法

人登録申請書（Aor.Sor.Gor）」という書式を用いて、申請書をタイ国歳入局長

官に提出し、財政省への提出を検討することが規定されています。 

 

電子寄附（e-Donation）システムと寄附を受ける組織の機関システムと

の連携 
 

2022 年 2 月 14 日、タイ国歳入局は、2018 年 11 月 9 日付の電子寄附に関す

る従来の通達を修正し、2022 年 2 月 14 日から適用される電子寄附に関する通

達第 2 号を発効しました。通達第 2 号に基づき、「受領組織」は、タイ国歳入

局の電子寄附（e-Donation）システムとその組織の機関寄附システムの接続

を要請することができ、その承認を得た組織は、受領組織とタイ国歳入局が相

互に合意したアプローチ及び提出方法に基づき、e-Donation システムを通じ

て寄附に関する情報を記録及び提出する権利を有するとされています。 
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